
参考資料３

障害支援区分について



障害者総合支援法における「障害支援区分」の概要

非該当 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６

必要とされる支援の度合い（低い） （高い）

○ 障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すもの。

① 障害支援区分の定義（法第４条第４項）

○ 市町村は、障害者等から介護給付費等の支給に係る申請を受理した場合、以下の手続きによる「障害支援区分の認定」を行う。

② 障害支援区分の認定手続き
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一
次
判
定

（
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
判
定
）

認定調査員による
訪問調査の結果
（認定調査の結果）

主治医の意見書
（医師意見書）

認定調査員による
特記事項

主治医の意見書
（医師意見書）

③ 市町村審査会による二次判定結果（平成26年10月～平成27年９月）

非該当 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６ 合計

62件 6,078件 44,929件 51,651件 45,554件 37,535件 63,658件 249,467件

0.0% 2.4% 18.0% 20.7% 18.3% 15.0% 25.5% 100.0%
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概
況

調
査
票

１
．
調
査

実
施
者

（
記

入
者

）

実
施
日

年
月

日
実

施
場
所

自
宅

・
自
宅
外
（

）

記
入
者

（
ふ
り
が

な
）

所
属
機
関

調
査
時
間

２
．
調
査

対
象
者

対
象
者

（
ふ
り
が

な
）

男・女

生
年
月
日

年
齢

明
・

大
・
昭

・
平

年
月

日
生
（

歳
）

現
住
所

〒
-

電
話

－
－

家
族
等

連
絡
先

〒
-

氏
名
（

）
調
査
対
象
者
と
の
関
係
（

）

電
話

－
－

３
．
認
定

を
受
け

て
い

る
各

種
の

障
害

等
級

等
（

該
当

す
る
項
目

に
記
載

又
は
○

を
つ
け

て
く
だ

さ
い
）

(
１

)
身
体
障

害
者
等

級
１

級
・

２
級

・
３
級

・
４

級
・

５
級

・
６
級

(
２

)
身
体
障

害
の
種

類
視

覚
障

害
・

聴
覚

障
害
・

肢
体
不

自
由
・

内
部
障

害
・
そ

の
他
（

）

(
３

)
療
育
手

帳
等
級

最
重

度
○

Ａ
Ａ

１
１

度

重
度

Ａ
Ａ

２
２

度

中
度

Ｂ
Ｂ

１
３

度

軽
度

Ｃ
Ｂ

２
４

度

(
４

)
精

神
障

害
者

保
健

福
祉

手
帳

等
級

１
級

・
２

級
・

３
級

(
５
）

難
病
等

疾
病
名

(
６

)
障
害
基

礎
年
金

等
級

１
級

・
２

級

(
７

)
そ
の
他

の
障
害

年
金

等
級

１
級

・
２

級
・

３
級

(
８

)
生
活
保

護
の
受

給
有

（
他

人
介

護
料

有
り
）

・
有
（

他
人
介

護
料
無

し
）
・

無

４
．
現
在

受
け
て

い
る

サ
ー

ビ
ス

の
状

況
（

別
紙

「
サ

ー
ビ
ス
の

利
用
状

況
票
」

に
記
入

し
て
く

だ
さ
い

）

５
．
地
域

生
活
関

連
（

サ
ー

ビ
ス

の
種

類
や

量
に

関
す

る
こ
と
を

中
心
に

記
入
し

て
く
だ

さ
い
）

(
１

)
外
出
の

頻
度
（

過
去

１
ヶ

月
間

の
回

数
）

（
）
回

程
度

(
２

)
社
会
活

動
の
参

加
状

況
（

）

(
３

)
過
去
２

年
間
の

入
所

歴
の

有
無

□
無

□
有

→
入

所
期

間
年

月
～

年
月

施
設

の
種
類

（
）

年
月

～
年

月
施
設

の
種
類

（
）

(
４

)
過
去
２

年
間
の

入
院

歴
の

有
無

□
無

□
有

→
入

院
期

間
年

月
～

年
月

原
因

と
な
っ

た
病
名

（
）

年
月

～
年

月
原
因

と
な
っ

た
病
名

（
）

(
５

)
そ
の
他
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６
．
就
労

関
連
（

サ
ー

ビ
ス

の
種

類
や

量
に

関
す

る
こ

と
を
中
心

に
記
入

し
て
く

だ
さ
い

）

(
１

)
就
労
状

況
□

一
般

就
労

□
パ
ー

ト
・
ア

ル
バ
イ

ト

□
就

労
し

て
い

な
い

□
そ
の

他
（

）

(
２

)
就
労
経

験
の
有

無
一

般
就

労
や

パ
ー

ト
・

ア
ル
バ
イ

ト
の
経

験
□

無
□

有

最
近

１
年

間
の

就
労

の
経

験
□

無
□

有

中
断

の
有

無
□

無
□

有

(
３

)
就
労
希

望
の
有

無
□

無
□

有

具
体
的
に

７
．
日
中

活
動
関

連
（

サ
ー

ビ
ス

の
種

類
や

量
に

関
す

る
こ
と
を

中
心
に

記
入
し

て
く
だ

さ
い
）

主
に

活
動

し
て
い

る
場

所
□

自
宅

□
施

設
□
病

院
□

そ
の
他

（
）

８
．
介
護

者
(
支
援
者

)関
連

（
サ

ー
ビ

ス
の

種
類

や
量

に
関
す
る

こ
と
を

中
心
に

記
入
し

て
く
だ

さ
い
）

(
１

)
介
護
者

(支
援
者

)の
有

無
□

無
□

有

(
２

)
介
護
者

(支
援
者

)の
健

康
状

況
等

特
記

す
べ

き
こ

と

９
．
居
住

関
連
（

サ
ー

ビ
ス

の
種

類
や

量
に

関
す

る
こ

と
を
中
心

に
記
入

し
て
く

だ
さ
い

）

(
１

)
生
活
の

場
所

□
自

宅
（

単
身

）
□

自
宅

（
家
族
等

と
同
居

）
□

グ
ル
ー

プ
ホ
ー

ム

□
病

院
□

入
所

施
設

□
そ
の
他

（
）

(
２

)
居
住
環

境

1
0
．
そ
の

他
（
サ

ー
ビ

ス
の

種
類

や
量

に
関

す
る

こ
と

を
中
心
に

記
入
し

て
く
だ

さ
い
）
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（別紙）

月 火 水 木 金 土 日 主な日常生活上の活動

４：００

週単位以外
のサービス

利用者氏名

１８：００

２０：００

２２：００

２４：００

２：００

１０：００

１２：００

１４：００

１６：００

サービスの利用状況票

４：００

６：００

８：００
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認
定

調
査
票

１
．
移
動

や
動
作

等
に

関
連

す
る

項
目

１
－
１

寝
返
り

特
記
事
項

１
支
援
が
不
要

２
見
守
り
等
の
支
援
が
必
要

３
部
分
的
な
支
援
が
必
要

４
全
面
的
な
支
援
が
必
要

１
－
２

起
き
上
が
り

特
記
事
項

１
支
援
が
不
要

２
見
守
り
等
の
支
援
が
必
要

３
部
分
的
な
支
援
が
必
要

４
全
面
的
な
支
援
が
必
要

１
－
３

座
位
保
持

特
記
事
項

１
支
援
が
不
要

２
見
守
り
等
の
支
援
が
必
要

３
部
分
的
な
支
援
が
必
要

４
全
面
的
な
支
援
が
必
要

１
－
４

移
乗

特
記
事
項

１
支
援
が
不
要

２
見
守
り
等
の
支
援
が
必
要

３
部
分
的
な
支
援
が
必
要

４
全
面
的
な
支
援
が
必
要

１
－
５

立
ち
上
が
り

特
記
事
項

１
支
援
が
不
要

２
見
守
り
等
の
支
援
が
必
要

３
部
分
的
な
支
援
が
必
要

４
全
面
的
な
支
援
が
必
要

１
－
６

両
足
で
の
立
位
保
持

特
記
事
項

１
支
援
が
不
要

２
見
守
り
等
の
支
援
が
必
要

３
部
分
的
な
支
援
が
必
要

４
全
面
的
な
支
援
が
必
要

１
－
７

片
足
で
の
立
位
保
持

特
記
事
項

１
支
援
が
不
要

２
見
守
り
等
の
支
援
が
必
要

３
部
分
的
な
支
援
が
必
要

４
全
面
的
な
支
援
が
必
要

１
－
８

歩
行

特
記
事
項

１
支
援
が
不
要

２
見
守
り
等
の
支
援
が
必
要

３
部
分
的
な
支
援
が
必
要

４
全
面
的
な
支
援
が
必
要

１
－
９

移
動

特
記
事
項

１
支
援
が
不
要

２
見
守
り
等
の
支
援
が
必
要

３
部
分
的
な
支
援
が
必
要

４
全
面
的
な
支
援
が
必
要

１
－

10
衣
服
の
着
脱

特
記
事
項

１
支
援
が
不
要

２
見
守
り
等
の
支
援
が
必
要

３
部
分
的
な
支
援
が
必
要

４
全
面
的
な
支
援
が
必
要
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１
－

11
じ
ょ
く
そ
う

特
記
事
項

１
な
い

２
あ
る

１
－

12
え
ん
下

特
記
事
項

１
支
援
が
不
要

２
見
守
り
等
の
支
援
が
必
要

３
全
面
的
な
支
援
が
必
要

２
．
身
の

回
り
の

世
話

や
日

常
生

活
等

に
関

連
す

る
項
目

２
－
１

食
事

特
記
事
項

１
支
援
が
不
要

２
部
分
的
な
支
援
が
必
要

３
全
面
的
な
支
援
が
必
要

２
－
２

口
腔
清
潔

特
記
事
項

１
支
援
が
不
要

２
部
分
的
な
支
援
が
必
要

３
全
面
的
な
支
援
が
必
要

２
－
３

入
浴

特
記
事
項

１
支
援
が
不
要

２
部
分
的
な
支
援
が
必
要

３
全
面
的
な
支
援
が
必
要

２
－
４

排
尿

特
記
事
項

１
支
援
が
不
要

２
部
分
的
な
支
援
が
必
要

３
全
面
的
な
支
援
が
必
要

２
－
５

排
便

特
記
事
項

１
支
援
が
不
要

２
部
分
的
な
支
援
が
必
要

３
全
面
的
な
支
援
が
必
要

２
－
６

健
康
・
栄
養
管
理

特
記
事
項

１
支
援
が
不
要

２
部
分
的
な
支
援
が
必
要

３
全
面
的
な
支
援
が
必
要

２
－
７

薬
の
管
理

特
記
事
項

１
支
援
が
不
要

２
部
分
的
な
支
援
が
必
要

３
全
面
的
な
支
援
が
必
要

２
－
８

金
銭
の
管
理

特
記
事
項

１
支
援
が
不
要

２
部
分
的
な
支
援
が
必
要

３
全
面
的
な
支
援
が
必
要

２
－
９

電
話
等
の
利
用

特
記
事
項

１
支
援
が
不
要

２
部
分
的
な
支
援
が
必
要

３
全
面
的
な
支
援
が
必
要

２
－

10
日
常
の
意
思
決
定

特
記
事
項

１
支
援
が
不
要

２
部
分
的
な
支
援
が
必
要

３
全
面
的
な
支
援
が
必
要
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２
－

11
危
険
の
認
識

特
記
事
項

１
支
援
が
不
要

２
部
分
的
な
支
援
が
必
要

３
全
面
的
な
支
援
が
必
要

２
－

12
調
理

特
記
事
項

１
支
援
が
不
要

２
部
分
的
な
支
援
が
必
要

３
全
面
的
な
支
援
が
必
要

２
－

13
掃
除

特
記
事
項

１
支
援
が
不
要

２
部
分
的
な
支
援
が
必
要

３
全
面
的
な
支
援
が
必
要

２
－

14
洗
濯

特
記
事
項

１
支
援
が
不
要

２
部
分
的
な
支
援
が
必
要

３
全
面
的
な
支
援
が
必
要

２
－

15
買
い
物

特
記
事
項

１
支
援
が
不
要

２
部
分
的
な
支
援
が
必
要

３
全
面
的
な
支
援
が
必
要

２
－

16
交
通
手
段
の
利
用

特
記
事
項

１
支
援
が
不
要

２
部
分
的
な
支
援
が
必
要

３
全
面
的
な
支
援
が
必
要

３
．
意
思

疎
通
等

に
関

連
す

る
項

目

３
－
１

視
力

特
記
事
項

１
日
常
生
活
に
支
障
が
な
い

２
約
１
ｍ
離
れ
た
視
力
確
認
表
の
図
が
見
え
る

３
目
の
前
に
置
い
た
視
力
確
認
表
の
図
が
見
え
る

４
ほ
と
ん
ど
見
え
て
い
な
い

５
全
く
見
え
な
い

６
見
え
て
い
る
の
か
判
断
不
能

３
－
２

聴
力

特
記
事
項

１
日
常
生
活
に
支
障
が
な
い

２
普
通
の
声
が
や
っ
と
聞
き
取
れ
る

３
か
な
り
大
き
な
声
な
ら
何
と
か
聞
き
取
れ
る

４
ほ
と
ん
ど
聞
こ
え
な
い

５
全
く
聞
こ
え
な
い

６
聞
こ
え
て
い
る
の
か
判
断
不
能

３
－
３

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

特
記
事
項

１
日

常
生

活
に

支
障
が

な
い

２
特

定
の

者
で

あ
れ
ば

コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー

シ
ョ

ン
で

き
る

３
会

話
以

外
の

方
法
で

コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー

シ
ョ

ン
で

き
る

４
独

自
の

方
法

で
コ
ミ

ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ

ン
で

き
る

５
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ
ョ

ン
で
き

な
い

３
－
４

説
明
の
理
解

特
記
事
項

１
理
解
で
き
る

２
理
解
で
き
な
い

３
理
解
で
き
て
い
る
か
判
断
で
き
な
い
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３
－
５

読
み
書
き

特
記
事
項

１
支
援
が
不
要

２
部
分
的
な
支
援
が
必
要

３
全
面
的
な
支
援
が
必
要

３
－
６

感
覚
過
敏
・
感
覚
鈍
麻

特
記
事
項

１
な
い

２
あ
る

４
．
行
動

障
害
に

関
連

す
る

項
目

４
－
１

被
害
的
・
拒
否
的

特
記
事
項

１
支
援
が
不
要

２
希
に
支
援
が
必
要

３
月
に
１
回
以
上
の
支
援
が
必
要

４
週
に
１
回
以
上
の
支
援
が
必
要

５
ほ
ぼ
毎
日

(週
に
５
日
以
上
の
)支

援
が
必
要

４
－
２

作
話

特
記
事
項

１
支
援
が
不
要

２
希
に
支
援
が
必
要

３
月
に
１
回
以
上
の
支
援
が
必
要

４
週
に
１
回
以
上
の
支
援
が
必
要

５
ほ
ぼ
毎
日

(週
に
５
日
以
上
の
)支

援
が
必
要

４
－
３

感
情
が
不
安
定

特
記
事
項

１
支
援
が
不
要

２
希
に
支
援
が
必
要

３
月
に
１
回
以
上
の
支
援
が
必
要

４
週
に
１
回
以
上
の
支
援
が
必
要

５
ほ
ぼ
毎
日

(週
に
５
日
以
上
の
)支

援
が
必
要

４
－
４

昼
夜
逆
転

特
記
事
項

１
支
援
が
不
要

２
希
に
支
援
が
必
要

３
月
に
１
回
以
上
の
支
援
が
必
要

４
週
に
１
回
以
上
の
支
援
が
必
要

５
ほ
ぼ
毎
日

(週
に
５
日
以
上
の
)支

援
が
必
要

４
－
５

暴
言
暴
行

特
記
事
項

１
支
援
が
不
要

２
希
に
支
援
が
必
要

３
月
に
１
回
以
上
の
支
援
が
必
要

４
週
に
１
回
以
上
の
支
援
が
必
要

５
ほ
ぼ
毎
日

(週
に
５
日
以
上
の
)支

援
が
必
要

４
－
６

同
じ
話
を
す
る

特
記
事
項

１
支
援
が
不
要

２
希
に
支
援
が
必
要

３
月
に
１
回
以
上
の
支
援
が
必
要

４
週
に
１
回
以
上
の
支
援
が
必
要

５
ほ
ぼ
毎
日

(週
に
５
日
以
上
の
)支

援
が
必
要

４
－
７

大
声
・
奇
声
を
出
す

特
記
事
項

１
支
援
が
不
要

２
希
に
支
援
が
必
要

３
月
に
１
回
以
上
の
支
援
が
必
要

４
週
に
１
回
以
上
の
支
援
が
必
要

５
ほ
ぼ
毎
日

(週
に
５
日
以
上
の
)支

援
が
必
要
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４
－
８

支
援
の
拒
否

特
記
事
項

１
支
援
が
不
要

２
希
に
支
援
が
必
要

３
月
に
１
回
以
上
の
支
援
が
必
要

４
週
に
１
回
以
上
の
支
援
が
必
要

５
ほ
ぼ
毎
日

(週
に
５
日
以
上
の
)支

援
が
必
要

４
－
９

徘
徊

特
記
事
項

１
支
援
が
不
要

２
希
に
支
援
が
必
要

３
月
に
１
回
以
上
の
支
援
が
必
要

４
週
に
１
回
以
上
の
支
援
が
必
要

５
ほ
ぼ
毎
日

(週
に
５
日
以
上
の
)支

援
が
必
要

４
－

10
落
ち
着
き
が
な
い

特
記
事
項

１
支
援
が
不
要

２
希
に
支
援
が
必
要

３
月
に
１
回
以
上
の
支
援
が
必
要

４
週
に
１
回
以
上
の
支
援
が
必
要

５
ほ
ぼ
毎
日

(週
に
５
日
以
上
の
)支

援
が
必
要

４
－

11
外
出
し
て
戻
れ
な
い

特
記
事
項

１
支
援
が
不
要

２
希
に
支
援
が
必
要

３
月
に
１
回
以
上
の
支
援
が
必
要

４
週
に
１
回
以
上
の
支
援
が
必
要

５
ほ
ぼ
毎
日

(週
に
５
日
以
上
の
)支

援
が
必
要

４
－

12
１
人
で
出
た
が
る

特
記
事
項

１
支
援
が
不
要

２
希
に
支
援
が
必
要

３
月
に
１
回
以
上
の
支
援
が
必
要

４
週
に
１
回
以
上
の
支
援
が
必
要

５
ほ
ぼ
毎
日

(週
に
５
日
以
上
の
)支

援
が
必
要

４
－

13
収
集
癖

特
記
事
項

１
支
援
が
不
要

２
希
に
支
援
が
必
要

３
月
に
１
回
以
上
の
支
援
が
必
要

４
週
に
１
回
以
上
の
支
援
が
必
要

５
ほ
ぼ
毎
日

(週
に
５
日
以
上
の
)支

援
が
必
要

４
－

14
物
や
衣
類
を
壊
す

特
記
事
項

１
支
援
が
不
要

２
希
に
支
援
が
必
要

３
月
に
１
回
以
上
の
支
援
が
必
要

４
週
に
１
回
以
上
の
支
援
が
必
要

５
ほ
ぼ
毎
日

(週
に
５
日
以
上
の
)支

援
が
必
要

４
－

15
不
潔
行
為

特
記
事
項

１
支
援
が
不
要

２
希
に
支
援
が
必
要

３
月
に
１
回
以
上
の
支
援
が
必
要

４
週
に
１
回
以
上
の
支
援
が
必
要

５
ほ
ぼ
毎
日

(週
に
５
日
以
上
の
)支

援
が
必
要

４
－

16
異
食
行
動

特
記
事
項

１
支
援
が
不
要

２
希
に
支
援
が
必
要

３
月
に
１
回
以
上
の
支
援
が
必
要

４
週
に
１
回
以
上
の
支
援
が
必
要

５
ほ
ぼ
毎
日

(週
に
５
日
以
上
の
)支

援
が
必
要
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４
－

17
ひ
ど
い
物
忘
れ

特
記
事
項

１
支
援
が
不
要

２
希
に
支
援
が
必
要

３
月
に
１
回
以
上
の
支
援
が
必
要

４
週
に
１
回
以
上
の
支
援
が
必
要

５
ほ
ぼ
毎
日

(週
に
５
日
以
上
の
)支

援
が
必
要

４
－

18
こ
だ
わ
り

特
記
事
項

１
支
援
が
不
要

２
希
に
支
援
が
必
要

３
月
に
１
回
以
上
の
支
援
が
必
要

４
週
に
１
回
以
上
の
支
援
が
必
要

５
ほ
ぼ
毎
日

(週
に
５
日
以
上
の
)支

援
が
必
要

４
－

19
多
動
・
行
動
停
止

特
記
事
項

１
支
援
が
不
要

２
希
に
支
援
が
必
要

３
月
に
１
回
以
上
の
支
援
が
必
要

４
週
に
１
回
以
上
の
支
援
が
必
要

５
ほ
ぼ
毎
日

(週
に
５
日
以
上
の
)支

援
が
必
要

４
－

20
不
安
定
な
行
動

特
記
事
項

１
支
援
が
不
要

２
希
に
支
援
が
必
要

３
月
に
１
回
以
上
の
支
援
が
必
要

４
週
に
１
回
以
上
の
支
援
が
必
要

５
ほ
ぼ
毎
日

(週
に
５
日
以
上
の
)支

援
が
必
要

４
－

21
自
ら
を
傷
つ
け
る
行
為

特
記
事
項

１
支
援
が
不
要

２
希
に
支
援
が
必
要

３
月
に
１
回
以
上
の
支
援
が
必
要

４
週
に
１
回
以
上
の
支
援
が
必
要

５
ほ
ぼ
毎
日

(週
に
５
日
以
上
の
)支

援
が
必
要

４
－

22
他
人
を
傷
つ
け
る
行
為

特
記
事
項

１
支
援
が
不
要

２
希
に
支
援
が
必
要

３
月
に
１
回
以
上
の
支
援
が
必
要

４
週
に
１
回
以
上
の
支
援
が
必
要

５
ほ
ぼ
毎
日

(週
に
５
日
以
上
の
)支

援
が
必
要

４
－

23
不
適
切
な
行
為

特
記
事
項

１
支
援
が
不
要

２
希
に
支
援
が
必
要

３
月
に
１
回
以
上
の
支
援
が
必
要

４
週
に
１
回
以
上
の
支
援
が
必
要

５
ほ
ぼ
毎
日

(週
に
５
日
以
上
の
)支

援
が
必
要

４
－

24
突
発
的
な
行
動

特
記
事
項

１
支
援
が
不
要

２
希
に
支
援
が
必
要

３
月
に
１
回
以
上
の
支
援
が
必
要

４
週
に
１
回
以
上
の
支
援
が
必
要

５
ほ
ぼ
毎
日

(週
に
５
日
以
上
の
)支

援
が
必
要

４
－

25
過
食
・
反
す
う
等

特
記
事
項

１
支
援
が
不
要

２
希
に
支
援
が
必
要

３
月
に
１
回
以
上
の
支
援
が
必
要

４
週
に
１
回
以
上
の
支
援
が
必
要

５
ほ
ぼ
毎
日

(週
に
５
日
以
上
の
)支

援
が
必
要
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４
－

26
そ
う
鬱
状
態

特
記
事
項

１
支
援
が
不
要

２
希
に
支
援
が
必
要

３
月
に
１
回
以
上
の
支
援
が
必
要

４
週
に
１
回
以
上
の
支
援
が
必
要

５
ほ
ぼ
毎
日

(週
に
５
日
以
上
の
)支

援
が
必
要

４
－

27
反
復
的
行
動

特
記
事
項

１
支
援
が
不
要

２
希
に
支
援
が
必
要

３
月
に
１
回
以
上
の
支
援
が
必
要

４
週
に
１
回
以
上
の
支
援
が
必
要

５
ほ
ぼ
毎
日

(週
に
５
日
以
上
の
)支

援
が
必
要

４
－

28
対
人
面
の
不
安
緊
張

特
記
事
項

１
支
援
が
不
要

２
希
に
支
援
が
必
要

３
月
に
１
回
以
上
の
支
援
が
必
要

４
週
に
１
回
以
上
の
支
援
が
必
要

５
ほ
ぼ
毎
日

(週
に
５
日
以
上
の
)支

援
が
必
要

４
－

29
意
欲
が
乏
し
い

特
記
事
項

１
支
援
が
不
要

２
希
に
支
援
が
必
要

３
月
に
１
回
以
上
の
支
援
が
必
要

４
週
に
１
回
以
上
の
支
援
が
必
要

５
ほ
ぼ
毎
日

(週
に
５
日
以
上
の
)支

援
が
必
要

４
－

30
話
が
ま
と
ま
ら
な
い

特
記
事
項

１
支
援
が
不
要

２
希
に
支
援
が
必
要

３
月
に
１
回
以
上
の
支
援
が
必
要

４
週
に
１
回
以
上
の
支
援
が
必
要

５
ほ
ぼ
毎
日

(週
に
５
日
以
上
の
)支

援
が
必
要

４
－

31
集
中
力
が
続
か
な
い

特
記
事
項

１
支
援
が
不
要

２
希
に
支
援
が
必
要

３
月
に
１
回
以
上
の
支
援
が
必
要

４
週
に
１
回
以
上
の
支
援
が
必
要

５
ほ
ぼ
毎
日

(週
に
５
日
以
上
の
)支

援
が
必
要

４
－

32
自
己
の
過
大
評
価

特
記
事
項

１
支
援
が
不
要

２
希
に
支
援
が
必
要

３
月
に
１
回
以
上
の
支
援
が
必
要

４
週
に
１
回
以
上
の
支
援
が
必
要

５
ほ
ぼ
毎
日

(週
に
５
日
以
上
の
)支

援
が
必
要

４
－

33
集
団
へ
の
不
適
応

特
記
事
項

１
支
援
が
不
要

２
希
に
支
援
が
必
要

３
月
に
１
回
以
上
の
支
援
が
必
要

４
週
に
１
回
以
上
の
支
援
が
必
要

５
ほ
ぼ
毎
日

(週
に
５
日
以
上
の
)支

援
が
必
要

４
－

34
多
飲
水
・
過
飲
水

特
記
事
項

１
支
援
が
不
要

２
希
に
支
援
が
必
要

３
月
に
１
回
以
上
の
支
援
が
必
要

４
週
に
１
回
以
上
の
支
援
が
必
要

５
ほ
ぼ
毎
日

(週
に
５
日
以
上
の
)支

援
が
必
要
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５
．
特
別

な
医
療

に
関

連
す

る
項

目

５
－
１

点
滴
の
管
理

特
記
事
項

１
な
い

２
あ
る

５
－
２

中
心
静
脈
栄
養

特
記
事
項

１
な
い

２
あ
る

５
－
３

透
析

特
記
事
項

１
な
い

２
あ
る

５
－
４

ス
ト
ー
マ
の
処
置

(人
工
肛
門
の
処
置

)
特
記
事
項

１
な
い

２
あ
る

５
－
５

酸
素
療
法

特
記
事
項

１
な
い

２
あ
る

５
－
６

レ
ス
ピ
レ
ー
タ
ー

(人
工
呼
吸
器

)
特
記
事
項

１
な
い

２
あ
る

５
－
７

気
管
切
開
の
処
置

特
記
事
項

１
な
い

２
あ
る

５
－
８

疼
痛
の
看
護

特
記
事
項

１
な
い

２
あ
る

５
－
９

経
管
栄
養

特
記
事
項

１
な
い

２
あ
る

５
－

10
モ
ニ
タ
ー
測
定

(血
圧

、
心
拍

、
酸

素
飽
和

度
等

)
特
記
事
項

１
な
い

２
あ
る

５
－

11
じ
ょ
く
そ
う
の
処
置

特
記
事
項

１
な
い

２
あ
る

５
－

12
カ
テ
ー
テ
ル

特
記
事
項

１
な
い

２
あ
る

６
．
そ
の

他
（
認
定

調
査
の
際
に
「
調
査
対
象
者
に
必
要
と
さ
れ
る
支
援
の
度
合
い
」
に
関
す
る
こ
と
で
確
認
で
き
た
事
項
）

特
記
事
項
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